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【別紙１】 

コミュニティセンター移行のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コミュニティセンターへの移行と自主運営の実施 

市民部作成資料「大津市コミュニティセンター条例の制定及び大津市立公
民館の管理及び運営に関する条例の一部改正について」から抜粋



 

9 

 

 

５ 新たな地域自治組織設立までの流れ 
 

新たな地域自治組織設立までの一般的な流れは次の通りですが、地域によっては様々な進め

方があると考えられます。新たな地域自治組織の設立に取り組む際の参考にしてください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑫⑥から⑪までをまとめた「まちづくり計画書」案の策定

⑪分野別解決策の具体的な事業計画案及び予算案の作成

⑩分野ごとの担い手の決定（専門部会）

⑨解決策を分野別に分類（防犯・防災、健康・福祉、教育・子育て、地域振興など）

⑧現状と将来像のギャップを埋めるための解決策（取組）の検討

⑦地域の目指す将来像や方向性の決定

⑥地域の良いところや課題、地域資源の洗い出し（現状把握）

⑤新たな地域自治組織設立準備委員会の設立

ステップ２ステップ２ステップ２ステップ２    設立準備設立準備設立準備設立準備    

⑮市へ認定申請書（名簿、規約、まちづくり計画書、総会資料）の提出（市からの認定）

⑭総会の開催と議案（運営委員会名簿案、規約案、まちづくり計画書案等）の承認

⑬新たな地域自治組織の会員名簿案、運営委員会名簿案、規約案の作成

ステップ３ステップ３ステップ３ステップ３    設立手続設立手続設立手続設立手続    

ステップ１ステップ１ステップ１ステップ１    合意形成合意形成合意形成合意形成    

④地域内での新たな地域自治組織設立の必要性の意思確認（検討会）

③地域内の各種団体や事業者などの組織構成、活動内容、課題等の共有（意見交換会）

②新たな地域自治組織の検討に向けた説明会（市からの説明）

①地域内の各種団体や事業者などによる地域の現状や課題共有のための話し合いの場の設定

市民部作成「新たな自治組織設立の手引き（平成29
年7月作成）」から抜粋


